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・実施場所：瀧上工業雁宿ホール
・実施日：令和７年１１月３０日
・参加者：住民等

地域住民を対象とした防災講話の様子

■防災講座

○市町村による取組施策実施内容＜半田市＞

総合防災訓練での避難所受付の様子

■避難訓練

総合防災訓練では、会場周辺住民を対象とした避難
訓練を実施しました。

外国籍市民向けの防災講座を同会場内で行ったこと
で、多くの外国籍市民が訓練に参加しました。

令和７年１２月末時点で、住民や小中学生を対象とし
た防災講話を２１件実施しました。

また、半田市水災害ハザードマップの紹介や防災備
蓄について関心を高める啓発活動を行いました。
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土のう作成の様子

■土のう作成訓練・土のう設置

・実施場所：常滑消防本部
・参加者：消防、市

土のう積工法の実施

作成した土のうは有事の際に
活用できるように保管した。

○市町村による取組施策実施内容＜常滑市＞

■消防団員（水防団員）増加の取り組み

・市が主催するイベントへの参加、消防団フェ
スタの開催等、加入促進活動を年間通して
行っています。

・消防団の入団説明会を行っています。

・市内の協力事業所に消防団員募集のポス
ターの貼り付けをお願いしています。

・消防団員による直接勧誘（声掛け）を行って
います。

・消防団員確保のための文書を区長等へ送付
しました。
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○市町村による取組施策実施内容＜知多市＞

日付：令和６年１１月１０日（日）
場所：旭東小学校
概要：知多市総合防災訓練内の訓練項目の

１つとして土嚢作成を実施した

人数：４００人（市職員等含む）

防災訓練のチラシ

総合防災訓練終了・講評
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■新規採用職員を対象とした
水防訓練

■各地区自主防災会出前講座

①令和７年 ７月２７日 横松地区
②令和７年 ９月 ７日 草木地区
③令和７年１０月 ５日 宮津団地地区
④令和７年１２月 ７日 メイツ巽ヶ丘地区

今年度新規に採用した職員を対象に、水防工法の基本で
ある土のう作成及び土のう積みの訓練を実施することで、
町職員としての風水害への備えと心構えを養いました。

訓練指導として半田消防署阿久比支署の署員に協力して
もらい、正しい土のうの作成方法と災害時を想定した土の
うの積み方を学びました。

また、あわせて町の防災倉庫にある備蓄品の確認も行い
ました。

・実施場所：阿久比町防災倉庫前
・実施日 ：令和７年５月２６日・２７日
・参加者 ：令和７年度新規採用職員

「いのちを守る」防災出前講座と題し、希望する自主防
災会に町の防災担当職員が伺い、町防災マップの紹介、自
主防災会の役割などについて説明しました。

今年度は７地区からの要望があり、各地区特有のハザー
ドや地区での心配な箇所、避難所の開設・運営などについ
て情報交換を行いました。

来年度も引き続き複数地区での開催を目指し、地区の防
災意識向上、顔の見える関係づくりを図っていきます。

○市町村による取組施策実施内容＜阿久比町＞
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○市町村による取組施策実施内容＜南知多町＞

■樋門操作定期訓練

●実施樋門等数 樋門 20基
陸閘 80基
角落し 7基

●実施回数 各樋門 年６回（2カ月に1回）

●参加者 町職員、消防団員

町職員及び消防団員で各地区にある樋門・
陸閘等の操作訓練を定期的に開催しています。
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■ 医療機関への給水支援検証訓練

• 【経緯】
透析を専門とする医療機関との災害時に

おける協定を締結したものの、災害時に想
定される断水対応についての検証が未策
定であったため、応急対応として愛知県企
業庁が管理する県水による給水支援を検
証した。

• 【訓練想定】
大規模災害（風水害、地震等）により、美

浜町上水道が断水

• 【訓練内容】
① 医療機関による要請要領の確認
② 県水栓と医療機関準備品（ホース）

との整合確認
③ 県水栓から医療機関貯水タンクまで

の導線確認

医療機関準備品との整合確認 貯水タンクまでの導線確認

医療機関者との訓練風景

○市町村による取組施策実施内容＜美浜町①＞
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• 【趣旨】
災害対策本部図上演習を活用し、

美浜町建設業者防災安全協会との
協定締結及び建設課長指示の有効
性を確認する。

• 【訓練想定】
超大型台風通過に伴う、町内被害

状況の情報収集と緊急輸送道路
（町内輸送道路を含む。）の道路啓
開に関する町長報告を実施

• 【訓練項目】
① 災害対策本部構築
② 建設業者に対する巡察指示と

情報収集
③ 被害状況の記録と県への報告
④ 緊急輸送道路の道路啓開優先

順位及び代替輸送路の策定と町
長報告

■ 災害対策本部図上演習（風水害）12/20

①災対本部構築

②建設業者による町内巡察

③被害状況の記録

③県システムへの入力
④緊急輸送道路啓開と代替手段に関する町長報告

○市町村による取組施策実施内容＜美浜町②＞
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• 【避難所運営訓練】
自主防災会、役場職員、学校教職員の三者

による避難所運営訓練を実施、町内6カ所で訓
練を行い避難所運営の確立を図った。（参加
者：279名）

• 【合同防災訓練】
河和南部地区との合同防災訓練を行い、大

規模災害発生時に伴う、連携要領（安否確認、
通信、給水）について能力の習熟を図った。
（参加者：320名）

• 【出前講座による防災啓発活動】
災害リスク（洪水、土砂、高潮、地震）などを

再確認し、自助、共助に対する再認識と、備蓄
及び避難のタイミングなどの啓発を行った。
（聴講者：26団体、1295人）

• 【小学生総合学習支援】
美浜町立河和小学校5年生（78名）による災

害対策本部見学を実施。

■ 地域住民との連携

避難所運営訓練

災害対策本部見学
小学生学習支援

合同防災訓練

出前講座

○市町村による取組施策実施内容＜美浜町③＞
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○市町村による取組施策実施内容＜武豊町＞
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今後のスケジュールについて

資料７



今後のスケジュールについて

【令和９年３月頃予定】第１３回知多半島圏域水防災協議会幹事会
内容（予定）・取組方針(R4～R8）の総括

・取組方針(R9～R13）（案）の提示

取組方針（R4～R8）のフォローアップ調査

【令和９年５月頃予定】第１４回知多半島圏域水防災協議会
内容（予定）・取組方針(R9～R13）（案）の承認

【令和８年５月２０日】第１３回知多半島圏域水防災協議会
内容（予定）・出水期前の体制確認について

・取組方針（R4～R8）のフォローアップについて

令和８年度水防災協議会（４圏域合同）連絡調整会議
・令和８年１１月頃

取組方針(R9～R13）に関する意見照会

今回開催
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知多半島圏域水防災協議会規約 

 

（名称） 

第１条 本会の名称は、知多半島圏域水防災協議会（以下「協議会」という。）と

いう。なお、協議会は、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 15 条の 10 に

基づく都道府県大規模氾濫減災協議会とする。 

 

（目的） 

第２条 全国的に現状の河川の能力を超える大規模な水害が頻発していることか

ら、社会全体で洪水に備える「水防災意識社会」を再構築する取組が進めら

れている。なかでも県などが管理する中小河川においては、国の管理河川ほ

ど整備水準が高くないことや、集中豪雨等により急速に水位上昇する場合が

あるなど、大河川とは異なる特性への対応が求められている。 

本協議会は、知多半島圏域における愛知県管理河川において、河川整備を

着実に進めるとともに、「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を目指

し、愛知県、圏域内市町、水防管理団体、名古屋地方気象台等が、減災への

目標を共有し、社会全体で洪水に備える「水防災意識社会」を再構築するこ

とを目的とする。 

 

（協議会の対象河川） 

第３条 協議会の対象河川は、別表－１のとおりとする。 

 

（協議会の実施事項） 

第４条 協議会において協議する事項は、次のとおりとする。 

１） 洪水などの水害リスク情報と現状の減災に係る取組状況等の共有 

２） 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動を実現するために各構成員が取り

組む事項をまとめた「地域の取組方針」の作成 

３） 「地域の取組方針」にもとづく対策の実施状況のフォローアップ 

 

（協議会の構成） 

第５条 協議会は、別表―２の職にある者をもって構成する。 

  ２ 協議会の運営、進行及び招集は会長が行う。 

  ３ 協議会は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に

応じて別表―２の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を求めるこ

とができる。 

  ４ 会長は、会長代行を指名することができる。 

 

 

（幹事会の構成） 

参考資料 
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第６条 協議会の円滑な運営を行うため、協議会に幹事会を置く。 

  ２ 幹事会の構成は、別表－３の職にある者をもって構成する。 

  ３ 幹事会の運営、進行及び招集は幹事長が行う。 

  ４ 幹事会は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に

応じて別表―３の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を求めるこ

とができる。 

 

（分科会の設置） 

第７条 「協議会の実施事項」の内、特定の協議会会員で検討する事項が生じた場

合は、分科会を設置することができる。 

２ 分科会は、検討事項に応じて関係する幹事で構成する。 

３ 分科会は、幹事長が指名する者が主宰する。 

 

（会議の公開） 

第８条 協議会は、原則として公開とする。ただし、内容によっては、協議会に諮

り、非公開とすることができる。 

  ２ 幹事会及び分科会は、原則非公開とする。 

 

（協議会資料等の公表） 

第９条 会議資料等については、原則として事務局より公表する。ただし、個人の

プライバシーに関わる場合などは、その一部又は全部を非公表とする。 

 

（事務局） 

第 10 条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

  ２ 事務局は、愛知県建設局河川課、知多建設事務所河川港湾整備課が務める。 

 

（雑則） 

第 11 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項について

は、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

    本規約は、平成２９年 ２月１５日から実施する。 

    本規約は、平成２９年 ５月２９日から実施する。 

    本規約は、平成２９年１１月 ７日から実施する。 

本規約は、令和元年 ５月２８日から実施する。 

本規約は、令和３年 １月２８日から実施する。 

本規約は、令和３年 ５月１２日から実施する。 

本規約は、令和４年 ５月１６日から実施する。 

本規約は、令和６年 ５月２９日から実施する。 

本規約は、令和７年 ５月２８日から実施する。 
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別表―１ 協議会の対象河川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象河川数：２７河川 

凡例 ○：水位周知河川 

水系名 水系名

(二)稗田川 稗田川 (二)大川 大川

阿久比川 ○ (二)五宝川 五宝川

矢勝川 (二)山海川 山海川

前田川 (二)内海川 内海川

福山川 (二)山王川 山王川

草木川 稲早川

十ヶ川 鵜の池川

英比川 矢田川

(二)神戸川 神戸川 前山川

(二)石川 石川 日長川

(二)堀川 堀川 鍛冶屋川

(二)新川 新川 信濃川

(二)布土川 布土川 横須賀新川

(二)新江川 新江川

(二)稲早川

河川名 河川名

(二)阿久比川

(二)矢田川

(二)日長川

(二)信濃川

(二)十ヶ川



-4- 

 

 

別表―２ 知多半島圏域水防災協議会 会員 

構成機関・役職 

会長 愛知県建設局 局長 

副会長 愛知県防災安全局 局長 

会員 半田市 市長 

会員 常滑市 市長 

会員 知多市 市長 

会員 阿久比町 町長 

会員 南知多町 町長 

会員 美浜町 町長 

会員 武豊町 町長 

会員 愛知県 建設局 治水防災対策監 

会員 愛知県 知多建設事務所 所長 

会員 気象庁 名古屋地方気象台 台長 

オブザーバー 
国土交通省 中部地方整備局 

河川部 地域河川課 課長 
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別表―３ 知多半島圏域水防災協議会幹事 

 
構成機関・役職 

幹事長 愛知県 建設局 河川課長 ※（担当課長） 

副幹事長 愛知県 防災安全局 防災部 災害対策課長  

 （防災担当） （治水担当） 

幹事 半田市 総務部防災監 建設部長 

幹事 常滑市 総務部防災危機管理監 建設部長 

幹事 知多市 総務部長 都市整備部長 

幹事 阿久比町 総務部長 建設経済部長 

幹事 南知多町 総務部長 建設経済部長 

幹事 美浜町 総務部長 産業建設部長 

幹事 武豊町 総務部長 建設部長 

幹事 愛知県 知多建設事務所 河川港湾整備課長 

幹事 愛知県 知多県民事務所 県民防災安全課長 

幹事 名古屋地方気象台 防災管理官 

オブザーバー 
国土交通省 中部地方整備局  

河川部 地域河川課 課長補佐 

※幹事長が不在の場合は（  ）の者が幹事会の運営、進行を行う。 

 


